
平成３０年６月２８日  

 

入学志願者 各位  

 

独立行政法人国立高等専門学校機構  

久留米工業高等専門学校学生課 

 

 

災害救助法適用地域における災害で被害を受けた 

受検生への検定料免除について  

 

久留米工業高等専門学校では、平成３１年度入学者選抜について、下記のとお

り検定料免除を実施いたしますのでお知らせいたします。  

 

記 

１．検定料免除の対象入試  

平成３１年度入学者選抜（被災日以降に出願手続きをするもの）  

２．対象者  

本校に入学を志願する方で、その主たる家計支持者が平成３０年度に災害救助

法適用地域 に居住していて被災し、市区町村等の発行する罹災証明書の交付を

受けた方  

３．申請方法  

出願書類とともに久留米工業高等専門学校所定の「検定料免除申請書」に「罹

災証明書」を添付し、本校学生課教務係へ提出してください。  

なお、免除申請する方は、検定料の払い込みは行わないでください。検定料の

払い込みをされた場合は、還付の申し出が必要となります。  

４．入学料・授業料  

入学料・授業料についても、家計状況及び被災状況により、免除又は徴収が猶

予される場合があります。  

５．その他  

申請方法等については、本校学生課教務係へお問い合わせください。  

 

問い合わせ先：〒830-8555 久留米市小森野一丁目１番１号  
独立行政法人国立高等専門学校機構  

久留米工業高等専門学校学生課教務係  

電話 0942-35-9316、9315 


